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1 章-5 

 

(４) 支保工撤去時  

(５) 埋戻完了時  

(６) 杭、矢板等の引抜き中及び完了時  

(７) その他必要な施工段階  

３ 受注者は、施工により第三者に損害を及ぼした場合は、監督職員に報告するとともに、

その損害を補償しなければならない。ただし、契約締結の際、本編添付資料「24 工事の

施行に伴い避けることのできない事由による第三者損害の補償に関する覚書（土木工事）」

の取り交わしを行っている場合は、「同補償要領」に基づき、措置するものとする。 

   

第３節 施工管理 

  

工‐１‐１‐３‐１ 一般事項  

受注者は、本編添付資料「22 工事写真帳作成要領」「23 下水道施設土木工事施工管理基

準」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、監督職員の請求に応

じて提示しなければならない。なお、設計図書に同様の管理基準が定められていない工種

については、施工管理の方法を検討し、かつ監督職員と協議を行ったうえ、当該施工管理

基準を施工計画書に明記しなければならない。  

  

工‐１‐１‐３‐２ 施工計画  

１ 受注者は、工事着手前に、本編添付資料「２施工計画書作成要領」に従い、施工上必要

な手順や工法等についての施工計画書（計画図、詳細図及びその他細部図面も合せて集

録）を作成し、監督職員に提出しなければならない。なお、監督職員が事前調査及び本体

工事に分けて提出を指示した場合は、これに従うものとする。 

２ 受注者は、設計図書に適合するよう施工するために、自らの責任において、施工管理体

制を確立しなければならない。  

３ 施工計画書の内容に変更が生じた場合は、前項の規定に準ずるものとする。ただし、臨

機の措置を講じる場合は、この限りでない。  

  

工‐１‐１‐３‐３ 材料の品質  

１ 工事に使用する材料は、設計図書に品質が明示されている場合を除き、共通編「第２章

工事材料」の規定及び本編添付資料「23 下水道施設土木工事施工管理基準」によるものと

する。  

２ 設計図書に品質が明示されていない材料は、日本産業規格（JIS）、日本農林規格

（JAS）、日本下水道協会規格（JSWAS）及び日本水道協会規格（JWWA）、日本電気工業会規
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              第 2 章 下水道施設土木工事材料  

                                          

第 1 節 工事材料 

 

 工‐１‐２‐１‐１ 適用  

１ 本節は、当会社が請負契約により施行する下水道施設土木工事類に適用する。  

２ 使用材料の品質管理基準及び規格値は、工事請負共通仕様書（下水道施設土木工事編）

添付資料「23 下水道施設土木工事施工管理基準」及び大阪市建設局工事請負共通仕様書

（道路・河川土木工事）に定める土木工事施工管理基準によるものとする。  

 

工‐１‐２‐１‐２ 使用材料  

１ 一般事項  

(１) 本節は、使用材料の品質について適用する。  

(２) 受注者は、使用材料の選定にあたり、共通編第２章「第１節一般事項」及び第２章「第

２節土木工事材料」の規定による他、本節の規定によらなければならない。  

 

 工‐１‐２‐１‐３ 改良土    

改良土の規格については、共‐１‐２‐２‐１土第３項の規定によるものとする。         

 

工‐１‐２‐１‐４ 下水汚泥溶融スラグおよび同混合改良土 〈掲載省略〉 

 

工‐１‐２‐１‐５ 再生砂  

１ 再生砂は、設計図書の定めに基づき、埋戻し材料（管基礎及びます設置工の砂基礎等）

に使用するものとする。  

２ 再生砂の規格については、共‐１‐２‐２‐２石及び砂第８項の規定によるものとす

る。  

  

工‐１‐２‐１‐６ 購入土  

１ 購入土は、転石、粘土塊、ごみを含まず、かつ有機物等を有害量含まないものとする。  

購入土は、表２‐１‐１の規格に適合するものとする。 

 

 

表２‐1‐１ 購入土の規格 

19mm  

ふるい通過質量  

0.425mm  

ふるい通過質量  

0.075mm  

ふるい通過質量 

レキの最大 

寸法  

塑性指数ＰＩ  
(0.425mm ふるい通過質量) 

90～100％  10～90％  0～25％  25mm  10 以下  
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工‐１‐２‐１‐７ 砂  

１ 埋戻し材料として使用する砂は、川砂または海砂とし、表２‐１‐２の規格に適合する

ものとする。  

表２‐１‐２ 砂の規格（埋戻し用）  

0.075mm ふるいを通過

する質量  

試験方法  規   格  

JISＡ1204  

(土の粒度試験方法)  
10％以下  

 

２ コンクリート及びモルタルに使用する砂は洗砂とする。  

 

工‐１‐２‐１‐８ 石材及び骨材  

１ 再生砕石、道路用砕石、割栗石、骨材並びに板石は、均質、清浄、強度、耐久性があ

り、ごみ、泥を含まず、かつ有機不純物等を有害量含まないものとする。  

２ 再生砕石（基礎用を含む。）及び道路用砕石は、次の規定に適合するものとする。  

(１) 再生砕石の粒度は、表２‐１‐３に適合するものとする。  

表２‐１‐３ 再生砕石の粒度 

 

(注)再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの 骨材粒度を使用する。  

  

(２) 割ぐり石は、JISＡ5006（割ぐり石）の規格に適合するものとする。  

(３) コンクリート用骨材は、共‐１‐２‐２‐３骨材第１項及び第２項の規定によるものと

する。 

 

 工‐１‐２‐１‐９ 木材  

１ 木材は、所定の形状寸法を有し、使用上有害な腐れ、否み、曲り、抜節、割れ等の欠陥

のないものとする。  
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２ 木杭は、樹皮をはいだ生松丸太とし、割れ、曲り、抜節等の欠陥のないものとする。杭

径は元口から末口までほぼ一様に変化しており、かつ、杭両端面の中心を結ぶ直線が杭外

にでないものとする。なお、杭の指定寸法は樹皮を除いた末口寸法とする。  

３ 型枠に使用する木板、合板は、それぞれ JIS 規格及び JAS に定める規格並びに設計図書

の定めに適合するものとする。  

 

工‐１‐２‐１‐１０ 鋼材  

１ 工事に使用する鋼材は、さび、腐れ等変質のないものとする。  

２ 受注者は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに、防蝕しなければ

ならない。  

３ 鉄筋は、JIS Ｇ3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）の規格に適合するものとする。  

４ 平鋼、形鋼及び鋼板等は、以下の規格に適合するものとする。  

(１) JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）規定の SS400  

(２) JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材）  

(３) JIS G 3114（溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材）  

(４) JIS G 3191（熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状・寸法・質量並びにその許容差）  

(５) JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差）  

(６) JIS G 3193（熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、質量及びその許容差）  

(７) JIS G 3194（熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差）  

(８) JIS G 3350（一般構造用軽量形鋼）  

５ 鋼管は、JISＧ3444（一般構造用炭素鋼鋼管）規定の、ＳＴＫ400 の規格に適合するものと

する。  

(１) JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）  

(２) JIS G 3457（配管用アーク溶接炭素鋼鋼管）  

(３) JIS G 3466（一般構造用角形鋼管）  

６ 鋼製杭は、以下の規格に適合するものとする。  

(１) JIS A 5525（鋼管ぐい）  

(２) JIS A 5526（Ｈ形鋼ぐい）  

(３) JIS A 5530（鋼管矢板）  

７ 鋼矢板は、JISＡ5528（熱間圧延鋼矢板）の規格に適合するものとする。  

(１) JIS A 5523（溶接用熱間圧延鋼矢板）  

８ ボルト用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。  

(１) JIS B 1180（六角ボルト） 

(２) JIS B 1181（六角ナット）  
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(３) JIS B 1186（摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット） 

(４) JIS B 1256（平座金）  

 

９ 鋼製型枠は、JISＡ8652（金属製型わくパネル）の規格に適合するものとする。  

  

工‐１‐２‐１‐１１ 既製杭 〈掲載省略〉 

 

工‐１‐２‐１‐１２ セメント及び混和材料  

セメント及び混和材料については、共‐１‐２‐２‐６セメント及び混和材料の規定によ

るものとする 

 

工‐１‐２‐１‐１３ コンクリート及びモルタル  

１ コンクリートは、レディーミクストコンクリートを標準とする。ただし、小規模な工事

または特別な事由がある場合に限り、監督職員の承諾を得て現場練りとすることができ

る。  

２ 本条に定めのない事項は、共通編「第３章無筋・鉄筋コンクリート」の規定によるもの

とする。  

３ コンクリートに使用するセメントの使用区分は、表２‐１‐４によるものとする。  

表２‐１‐４ セメントの使用区分  

 

 

４ レディーミクストコンクリートの配合は、設計図書の定めによるものとする。ただし、

当該定めがない場合は、表２‐１‐５を標準とし、配合計画について監督職員の確認を得

るものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           区   分   
  工   事   

高炉セメントＢ種を使用   
するコンクリート   

普通ポルトランドセメント   
を使用できるコンクリート   

管路施設工事   

現場打ち暗渠・シールド二次 
覆工、鉄筋コンクリート構造 
の会所等   

捨コンクリート・管保護等の無筋 
コンクリート構造物   

抽水所 ( ポンプ場）・   
処理場施設工事   

土木構造物等   門・塀・場内整備等   
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表２‐１‐５  レディーミクストコンクリート標準配合表 

 

（注１）  塩化物含有量については、0.30kg／ｍ３（塩化物イオン質量）以下とする。  

（注２） ＢＢは高炉セメントＢ種、Ｎは普通ポルトランドセメントを表す。  

（注３） 整流壁等の薄い部分に使用する、豆砂利コンクリートは特記仕様書によるものとする。  

 

５ 現場練りコンクリートは、次の規定によるものとする。  

(１) 現場練りコンクリートは、無筋構造物、集水ます用コンクリート、または捨コンク

リート以外に使用してはならない。  

(２) 現場練りコンクリートの配合強度は、設計図書の定めによるものとし、施工計画書

に配合等を記載しなければならない。  

(３) 現場練りコンクリートの品質を確かめるための検査は、小規模な工事である場合、

監督職員の承諾を得て省くことができる。  

６ モルタル１㎥当たりの標準配合は、表２‐１‐６のとおりとする。  

表２‐１‐６  モルタルの標準配合  

示方配合  セメント  洗   砂  摘        要  

１：１  1,100kg  0.75ｍ３    

１：２  720kg  0.95ｍ３  一 般 用  

１：３  530kg  1.05ｍ３    

  

７ 防水モルタルは、前項の示方配合１：２に防水剤を適量混合するものとし、防水剤の品質及

び混合量等を記載した配合計画書を監督職員に提出するものとする。             

スランプ

打設方法 ㎝

24 12 20 B B W/C
55％以下

24 8 20 B B W/C
55％以下

18 8 ２０
（または４０）

B B Nも
使用可

18 8 ２０
（または４０）

B B Nも
使用可

24 12 20 B B W/C
55％以下

18 12 ２０
（または４０）

B B

24 15 20 B B

30 18 20 B B

捨    用

 配 合 仕 様 呼び
強度
N/㎣

粗骨材の
最大寸法

㎜コンクリート種別  打設方法
摘 要

入力

鉄筋構造物用
（壁・スラブ）
鉄筋構造物用
（ベース）

無筋構造物用

セメント
の種類

鉄筋構造物用

無筋構造物用
シールド
二次覆工用
連続地中壁
場所打ち杭用

機械
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工‐１‐２‐１‐１４ 下水道施設用材料  

１ 鉄筋コンクリート管  

下水道用遠心力鉄筋コンクリート管（以下「遠心力鉄筋コンクリート管」という。）は、次

の規格に適合するものとする。  

(１) JSWAS A-1（下水道用鉄筋コンクリート管）  

(２) JSWAS A-2（下水道推進工法用鉄筋コンクリート管）  

(３) JSWAS A-6（下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管）  

２ 硬質塩化ビニル管  

下水道用硬質塩化ビニル管（以下「硬質塩化ビニル管」という｡）は、次の規格に適合する

ものとする。  

(１) JSWAS K-1 （下水道用硬質塩化ビニル管）  

(２) JSWAS K-6 （下水道推進工法用硬質塩化ビニル管）  

(３) 取付管(呼び径 150mm または 200mm)は、社団法人日本下水道協会が認定する「Ⅱ類認定

適用資器材」下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管（取付管用）を使用することが

できる。  

(４) 組立マンホール用及び集水ます用のリブ付きインバート継手に使用する原管は、JSWAS  

K-13（下水道用リブ付硬質塩化ビニル管）とする。  

３ 強化プラスチック複合管  

下水道用強化プラスチック複合管は、JSWAS K-2（下水道用強化プラスチック複合管）の

規格に適合するものとする。  

４ セグメント                                  

シールド工事用セグメント（以下、「セグメント」という。）は、JSWAS A-3､ 

A-4（下水道シールド工事用セグメント）の規格に適合するものとする。  

５ 鋼管は、次の規格に適合するものとする。  

(１) JIS G 3443（水輸送用塗覆装鋼管）  

(２) JIS G 3451（水輸送用塗覆装鋼管-第 2部：異形管）  

(３) JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）  

６ 鋳鉄管類  

鋳鉄管及びその付属品は、次の規格に適合するものとする。  

(１) JSWAS G-1（下水道用ダクタイル鋳鉄管）  

(２) JSWAS G-2（下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管）  

(３) JIS G 5526（ダクタイル鋳鉄管）  

(４) JIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管）  

(５) JIS B 2062（水道用仕切り弁）  

(６) JWWA B 137（水道用急速空気弁）  
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７ 組立マンホールは、JSWAS A-11（下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール）の規格

に適合するものとする。  

８ 蓋（下水道用マンホール蓋、下水道用中間ます鉄蓋、集水ますⅡ型密閉鉄蓋、集水ます

Ⅲ型鉄蓋、集水ますⅣ型鉄蓋）は、土木工事請負共通仕様書（工事編）添付資料「27 工事

用材料仕様書」（以下「工事用材料仕様書」という。）の規格に適合するものとし、下水道

工事用材料販売業者採用要綱に基づき、大阪市が採用決定している業者の製品とする。  

９ 足掛金物は、芯材にポリプロピレン樹脂を被覆処理したものとする。  

芯材は JIS Ｇ 4303（冷間圧延ステンレス鋼板）の規格の SUS403 または SUS304 に適合する

ものとし、樹脂被覆は JIS Ｋ 6921（ポリプロピレン成形用及び押出用材料）の規格の３種

１類に適合（黄色に着色）するものとする。 

10 レンガは、JISＲ1250（普通レンガ）の規格に適合するものとする。  

11 コンクリートブロック類  

集水ます用ブロック、集水ますⅡ型ブロック、マンホール蓋架台ブロック、マンホール

蓋調整ブロックは、工事用材料仕様書の規格に適合するものとし、下水道工事用材料製造

業者採用要綱に基づき、大阪市が採用決定している業者の製品とする。  

12 簡易集水ます用ブロックは、工事用材料仕様書の規格に適合するものとする。  

13中間ますは、JSWAS K-9（下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール）の規格に適合するも

のとする。 

 

工‐１‐２‐１‐１５ 舗装用材料  

１ アスファルト舗装の材料は、次の各号に掲げる規定を適用する。  

(１) 共‐１‐２‐２‐３骨材第１項、第３項、第４項、第５項、第６項  

(２) 道‐１‐１‐６‐３アスファルト舗装の材料  

（大阪市建設局工事請負共通仕様書（道路・河川土木工事）「第２-1 編道路・河川共通第

１章一般施工に規定）  

２ コンクリート舗装の材料は、次の各号に掲げる規定を適用する。  

(１) 共‐１‐２‐２‐３骨材第１項、第２項、第３項  

(２) 道‐１‐１‐６‐４コンクリート舗装の材料（大阪市建設局工事請負共通仕様書（道

路・河川土木工事）「第２-１編道路・河川共通第１章一般施工」に規定）  

３ 瀝青材料は、次に掲げる規定を適用する。  

(１) 共‐１‐２‐２‐８瀝青材料第１項  

４ 舗装ブロックの材料は、次の各号に掲げる規定を適用する。  

(１) 共‐１‐２‐２‐７セメントコンクリート製品  

(２) 共‐１‐２‐２‐13 その他第３項、第４項及び第５項  

５ 区画線の材料は、次の各号に掲げる規定を適用する。  

(１) 共‐１‐２‐２‐12 道路標識及び区画線第２項                          
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工‐１‐２‐１‐１６ 許容応力度  

１ 木材の許容応力度は、表２‐１‐７のとおりとする。  

 

 

表２‐１‐７  木材の許容応力度（Ｎ／㎜２）  

 

［注］表中の｛  ｝内数値は従来単位（kgf／㎝２）を示す。  

２ 鉄筋及びコンクリートの許容応力度は、表２‐１‐８のとおりとする。 

 

表２‐１‐８  鉄筋及びコンクリートの許容応力度（Ｎ／㎜２）

 
(注 1) 軸方向を伴う場合を含む。  

(注 2) 偏心軸方向荷重を受ける場合を含む。  

(注 3) 押抜きせん断を考慮する場合は、この値の割増を行う。  

(注 4) ねじりの影響を考慮する場合は、この値の割増を行う。  

(注 5) 局部的載荷の場合は、土木学会制定コンクリート標準示方書(設計編)の規定による。  

(注 6) { (0.25＋0.05Ａ/Ａａ)×24 } の式より求める (Ａ:コンクリートの支圧分布面積、Ａａ: 支

圧を受ける面積) 。ただし、12Ｎ／㎜２以下とする。  

 

 

 

  
品  種  曲げ  せん断  圧縮  

 1.05｛10.5｝  ｝  13.5｛135   針葉樹（あかまつ）  12.0｛120 ｝  木 

材  
広葉樹（かし）  19.5｛195 ｝      2.1 ｛21｝  13.5｛135 ｝  
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３ 鋼材の許容応力度は、表２‐１‐９のとおりとする。 

 

表２‐１‐９  鋼材の許容応力度（Ｎ／㎜２） 
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４ 許容応力度の割増し  

仮設材に使用する場合は、工事の規模及び使用条件・使用期間等を考慮のうえ、表２‐１

‐７、表２‐１‐８、表２‐１‐９に示す許容応力度に 50％の割増をすることができる。  

                                          

工‐１‐２‐１‐１７ その他  

安定液に使用するベントナイトは、200～300 メッシュのＮａ系ベントナイトを標準とす

る。使用するベントナイトは監督職員の承諾を得ること。  
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